
利息制限法等改正に伴うＡＴＭ利用手数料のお知らせ

池田泉州銀行のキャッシュカード・カードローンカードをご利用のお客さまへ

● 池田泉州銀行のＡＴＭ、駅のＡＴＭ「Ｐａｔｓａｔ」、ＡＴＭ相互利用のＡＴＭをご利用の場合

手数料は従来どおり、変更ございません。

● 提携金融機関等（他の金融機関）のＡＴＭをご利用の場合

「総合口座貸越」取引および「カードローン」取引のＡＴＭ利用手数料が、
法施行の平成22年6月18日より、貸越等のご利用金額に応じて以下の
とおりとなります。

「総合口座貸越」「カードローン」
ご利用金額

ＡＴＭ利用手数料※
（消費税込み）

1万円以下 105円以下

1万円超 210円以下

※ 時間外手数料、他行利用手数料

☆ 「総合口座貸越」取引や「カードローン」取引を伴わない普通預金等の預金のお引出
し・お預入れの場合のＡＴＭ利用手数料は、従来どおり変更ございません。

☆ 提携金融機関のＡＴＭで池田泉州銀行のカードをご利用の際に、ＡＴＭご利用明細
に記載される手数料が実際にお客さまがご負担される手数料（口座から引落される
金額）と異なる場合がございます。（お客さまがご負担されたＡＴＭ利用手数料は、通
帳の記帳によりご確認ください。）

提携金融機関のキャッシュカードをご利用のお客さまへ

池田泉州銀行のＡＴＭで提携金融機関のカードをご利用の際に、お引出しできない場合
や、ＡＴＭご利用明細に記載される手数料が実際にお客さまがご負担される手数料（口座か
ら引落される金額）と異なる場合がございます。
詳しくは、お取引金融機関へお問合せください。
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